
は
じ
め
に

情
報
公
開
法
が
平
成
１３
年
に
施
行

さ
れ
て
か
ら
、
１０
年
余
が
過
ぎ
、
こ

の
法
律
に
基
づ
き
開
示
さ
れ
、
Ｔ
Ａ

Ｉ
Ｎ
Ｓ
に
収
録
さ
れ
た
情
報
は
、

４
１
４
５
件
に
達
し
て
い
ま
す
（
平

２３
―
６
―
１７
現
在
）
。

情
報
公
開
法
が
施
行
さ
れ
る
ま
で

は
、
国
税
不
服
審
判
所
の
裁
決
は
、

ほ
ん
の
僅
か
な
公
表
裁
決
以
外
は
、

全
く
手
に
入
れ
る
方
法
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

税
務
訴
訟
に
つ
い
て
も
、
国
税
庁

税
務
訴
訟
資
料
が
４
年
遅
れ
で
発
行

さ
れ
る
ま
で
、
た
だ
、
ひ
た
す
ら
待

つ
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
ま
る
で
魔
法
の
杖
の
よ

う
な
情
報
公
開
法
の
施
行
に
よ
り
、

税
務
争
訟
の
状
況
は
す
っ
か
り
様
変

わ
り
し
ま
し
た
。

国
税
庁
や
国
税
局
の
内
部
通
達
、

内
部
研
修
資
料
、
全
国
国
税
局
長
会

議
資
料
、
重
要
判
決
情
報
な
ど
が
、

開
示
請
求
を
す
れ
ば
、
だ
れ
で
も
、

手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。

一
方
、
情
報
の
集
積
に
よ
り
税
理

士
は
、
そ
の
業
務
に
お
け
る
数
々
の

難
問
を
自
己
解
決
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
問
題
に
理
解

を
示
す
税
理
士
、
弁
護
士
の
方
々
か

ら
の
判
決
・
裁
決
の
提
供
も
相
次

ぎ
、
税
理
士
に
と
っ
て
有
益
な
最
新

判
決
や
裁
決
な
ど
が
、
税
理
士
の
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
に
集
積
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
情
報
の
蓄
積
は
、
納

税
者
の
権
利
救
済
に
役
立
ち
、
税
理

士
の
業
務
に
劇
的
な
変
化
を
も
た
ら

し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

で
は
、
最
近
の
判
決
や
裁
決
の
中

か
ら
、
ど
の
よ
う
な
情
報
が
活
用
さ

れ
て
い
る
か
、
検
証
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

一

全
部
取
消
し
の
非
公

開
裁
決

Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
で
は
、
課
税
処
分
の

全
部
が
取
り
消
さ
れ
た
非
公
開
裁
決

を
簡
単
に
探
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

税
区
分

全
税
目

検
索
範
囲

裁
決

キ
ー
ワ
ー
ド

１
行
目

非
公
開
裁
決
↓
９
１
６
件

２
行
目

全
部
取
消
し
↓
２
２
２
件

こ
の
２
２
２
件
の
中
か
ら
、
所
得

税
の
青
色
申
告
承
認
取
消
処
分
の
程

度
に
つ
き
、
違
法
性
と
不
当
性
の
違

い
に
つ
い
て
初
め
て
の
判
断
を
示

し
、
全
部
取
消
し
と
な
っ
た
最
新
裁

決
を
紹
介
し
ま
す
。

�
青
色
取
消
処
分
を

不
当
と
判
断
し
た

裁
決

平
２２
―
１２
―
１
非
公
開
裁
決

青
色
申
告
承
認
取
消
処
分
の
取

消
し
／
簡
易
帳
簿
の
軽
微
な
不

備
Ｆ
０
―
１
―
３
６
２
（
全
部

取
消
し
）

納
税
者
甲
は
、
不
動
産
所
得
に
つ

い
て
は
伝
票
式
会
計
に
よ
っ
て
お

り
、
一
切
の
取
引
を
伝
票
に
記
帳

し
、
綴
っ
て
保
管
す
る
と
と
も
に
、

収
入
集
計
表
等
、
所
得
税
法
が
要
求

す
る
不
動
産
所
得
の
金
額
を
正
確
に

計
算
す
る
の
に
必
要
な
帳
簿
を
備
え

付
け
て
い
た
こ
と
な
ど
、
甲
の
不
動

産
所
得
に
係
る
帳
簿
書
類
の
備
付
け

は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

従
っ
て
い
た
か
ら
、
青
色
申
告
承
認

取
消
事
由
に
当
た
ら
な
い
と
主
張
し

ま
し
た
。

�
審
判
所
の
判
断

甲
の
帳
簿
書
類
の
備
付
け
、
記
録

及
び
保
存
は
、
財
務
省
令
に
従
っ
て

行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
と
い
う
べ
き

で
あ
り
、
青
色
申
告
承
認
取
消
事
由

に
該
当
す
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
か
ら
、
本
件
取
消
処
分
は
違
法

と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
甲
は
、
不
動
産
所
得
及
び

農
業
所
得
に
係
る
取
引
の
ほ
と
ん
ど

を
伝
票
に
記
載
し
て
、
取
引
そ
の
も

の
の
記
録
は
行
っ
て
お
り
、
―
中
略

―
甲
の
帳
簿
書
類
の
備
付
け
及
び
記

録
の
不
備
の
程
度
は
、
甚
だ
軽
微
な

も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

本
件
は
、
真
に
青
色
申
告
を
維
持

す
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
場
合
と
ま

で
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
本
件
青

色
申
告
承
認
取
消
処
分
は
、
不
当
な

処
分
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
れ

に
反
す
る
原
処
分
庁
の
主
張
に
は
理

由
が
な
い
。

�
コ
メ
ン
ト

国
税
不
服
審
判
所
が
、
帳
簿
の
不

備
の
程
度
は
軽
微
で
あ
っ
て
、
青
色

取
消
処
分
は
違
法
と
は
い
え
な
い

が
、
不
当
で
あ
る
と
し
て
、
全
部
取

消
し
を
言
い
渡
し
た
こ
と
は
、
画
期

的
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
納
税
者
の
権

利
救
済
機
関
と
し
て
の
審
判
所
の
新

し
い
方
向
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。二

最
高
裁
の
破
棄
判
決

最
高
裁
判
所
は
、
平
成
１９
年
か
ら

２３
年
６
月
ま
で
の
僅
か
４
年
半
の
う

ち
に
、
次
の
よ
う
に
、
１２
件
も
の
破

棄
自
判
を
言
い
渡
し
て
い
ま
す
。

検
索
期
間

平
成
１９
年
１
月
１
日

か
ら
平
成
２３
年
６
月
３０
日
ま
で
と
設

定
し
ま
す
。

税
区
分

所
・
法
・
相
・
地
・
そ

の
他
国
税

検
索
範
囲

判
決

キ
ー
ワ
ー
ド

１
行
目

サ
イ
コ
ウ
サ
イ

（
後
方
一
致
）（
法
令
コ
ー
ド
）

…
…
…
…
↓
１
４
４
８
件

２
行
目

破
棄
自
判

↓
１２
件

�
破
棄
自
判
最
高
裁

判
決

【
所
得
税
】

①
Ｈ
２２
―
０７
―
０６
Ｚ
８
８
８
―

１
５
３
６

長
崎
年
金
訴
訟
／
特
約

年
金
の
相
続
税
と
所
得
税
の
二
重
課

税
を
取
消
し
（
破
棄
自
判
）

②
Ｈ
２０
―
０３
―
２７
Ｚ
２
５
８
―

１
０
９
３
５

松
尾
事
件
／
重
加
算

税
／
税
理
士
作
成
の
虚
偽
申
告
書

（
破
棄
自
判
）

③
Ｈ
１９
―
０７
―
０６
Ｚ
２
５
７
―

１
０
７
４
９

ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ

ン
／
過
少
申
告
加
算
税
に
お
け
る
正

当
な
理
由
（
破
棄
自
判
）

【
法
人
税
】

④
Ｈ
２３
―
０１
―
１４
Ｚ
８
８
８
―

１
５
６
４

弁
護
士
の
破
産
管
財
人

報
酬
／
源
泉
徴
収
納
付
義
務
不
存
在

確
認
請
求
事
件
（
破
棄
自
判
）

⑤
Ｈ
２１
―
１２
―
０３
Ｚ
８
８
８
―

１
４
８
５

タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対

策
税
制
／
外
国
税
額
控
除
／
ガ
ー
ン

ジ
ー
島
事
件
（
破
棄
自
判
）

⑥
Ｈ
２１
―
０７
―
１０
Ｚ
８
８
８
―

１
４
３
６

南
九
州
コ
カ
コ
ー
ラ
事

件
／
更
正
の
請
求
／
所
得
税
額
控
除

の
計
算
誤
り
（
破
棄
自
判
）

【
相
続
税
】

⑦
Ｈ
２３
―
０２
―
１８
Ｚ
８
８
８
―

１
５
７
２

武
富
士
事
件
／
海
外
財

産
の
贈
与
と
住
所
の
認
定
（
破
棄
自

判
）

⑧
Ｈ
２２
―
０７
―
１６
Ｚ
８
８
８
―

１
５
３
９

み
な
し
贈
与
／
社
団
た

る
医
療
法
人
の
出
資
持
分
の
評
価

（
破
棄
自
判
）

【
そ
の
他
国
税
】

⑨
Ｈ
１９
―
０２
―
１５
Ｚ
９
９
９
―

７
１
０
１

徴
収
事
件
／
集
合
債
権

が
譲
渡
担
保
財
産
と
な
っ
た
時
期

（
破
棄
自
判
）

【
地
方
税
】

⑩
Ｈ
２３
―
０３
―
２５
Ｚ
９
９
９
―

８
２
７
８

固
定
資
産
税
の
住
宅
用

地
の
特
例
／
建
替
え
中
の
居
住
用
家

屋
（
破
棄
自
判
）

⑪
Ｈ
２２
―
０７
―
０６
Ｚ
９
９
９
―

８
２
７
２

自
動
車
税
／
愛
知
県
税

条
例
の
減
免
要
件
「
天
災
そ
の
他
特

別
の
事
情
」（
破
棄
自
判
）

⑫
Ｈ
２０
―
１１
―
２７
Ｚ
９
９
９
―

８
２
１
９

住
民
訴
訟
／
不
納
付
加

算
税
等
の
納
付
／
県
財
務
課
長
の
損

害
賠
償
責
任
（
破
棄
自
判
）

�
コ
メ
ン
ト

最
高
裁
が
、
破
棄
自
判
を
言
い
渡

す
と
い
う
こ
と
は
、
過
去
に
お
い
て

は
滅
多
に
な
い
こ
と
で
し
た
。
高
裁

の
判
断
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
指
摘

も
あ
り
得
ま
す
が
、
司
法
制
度
改
革

が
１０
年
と
い
う
節
目
を
迎
え
て
、
裁

判
員
制
度
や
取
調
べ
の
可
視
化
な
ど

の
導
入
に
よ
っ
て
、
よ
り
利
用
し
や

す
く
、
頼
り
が
い
の
あ
る
も
の
と
な

り
、
国
民
の
信
頼
を
高
め
る
と
い
う

理
念
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
の
証
左

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

税
務
訴
訟
の
分
野
で
は
、
補
佐
人

制
度
の
導
入
に
よ
り
、
補
佐
人
が
関

与
し
た
場
合
の
納
税
者
の
勝
訴
率
が

高
い
と
い
う
こ
と
が
、
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ

の
収
録
情
報
の
分
析
か
ら
、
知
ら
れ

て
い
ま
す
。

司
法
制
度
改
革
と
情
報
公
開
制
度

の
施
行
か
ら
１０
年
、
こ
の
新
し
い
潮

流
が
税
務
争
訟
の
あ
り
方
に
も
影
響

を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

司
法
制
度
改
革
と
情
報
公
開
か
ら
１０
年

税
務
争
訟
の
新
た
な
潮
流

朝
倉

洋
子
〔
目
黒
〕

★
８
月
８
日
�
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
ユ

ー
ザ
ー
会
解
散
イ
ベ
ン
ト
と
し

て
「
あ
り
が
と
う
、
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ

Ｓ
！
」
を
税
務
会
計
フ
ォ
ー
ラ

ム
Ｗ
ｅ
ｂ
上
で
開
催
し
ま
す
。

http
://w

w
w
.zeirishi.gr.

jp
/

か
ら
ロ
グ
イ
ン
し
て
く
だ
さ

い
。
多
数
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま

す
よ
う
、お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

★
税
理
士
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

全
国
ユ
ー
ザ
ー
会
は
、
３
月
３１

日
解
散
し
、
一
般
社
団
法
人
日

税
連
税
法
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
運

営
が
引
き
継
が
れ
ま
し
た
。

入
会
金
な
し
、
月
額
２
０
０
０

円
だ
け
で
、
従
量
料
金
も
不
要

で
す
。
毎
週
の
メ
ー
ル
ニ
ュ
ー

ス
を
は
じ
め
、
充
実
し
た
情
報

を
提
供
し
て
い
る
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ

を
、
ぜ
ひ
、
税
理
士
業
務
に
お

役
立
て
く
だ
さ
い
。
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